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本件調書の作成に当たっては、必ず以下の事項を確認の上作成して下さい。 
 
 
【回答方法】 
 

電子メールで添付ファイルにて以下により送信して下さい。 

 

・メールの件名：【回答】産学連携等実施状況調査（機関名） 

・回答する Excel ファイルの名称：機関名 

・回答送付先：csangaku@mext.go.jp 

 

例） 

・メールの件名：【回答】産学連携等実施状況調査（○○大学） 

・回答する Excel ファイルの名称：○○大学【様式１～７】  ○○大学【様式８～１４】 

 

《注意》メールソフトの設定によっては、添付ファイルが分割されて送信されることがあります。

当方では結合ができませんので、分割設定は解除してご送信ください。 

 
【提出締切】 
 

【様式１～７】・・・平成２１年５月１５日（金） 

【様式８～１４】・・・平成２１年６月１２日（金） 

 
【入力方法】 
 

入力にあたっては、様式を変更せず、以下のセルに必要事項を直接入力してください。 

他のエクセルファイル等からの貼付や数式は入力しないでください。 

 

 

色セルは必須項目となりますので必ず入力（選択肢の場合はいずれかに入力）をお

願いします。 

 

 

色セルは該当する項目がある場合に入力をお願いします。 

 

上記以外のセルへは入力をしないでください。（その他のセルは編集をロックしていますが、

ロックを解除しないでください。） 

また、他のファイルから書式を含めてセルを貼り付けると、数値等に誤りがあっても下の赤色

表示によるエラーが表示されなくなりますので避けてください。 

 

 

色は、当該セル（計の場合はその内訳となるセル）の値に誤り（不一致）がある場合表

示されます。 

なお、入力作業中は対応するセルがすべて入力されるまで赤く表示されることがあり

ます。 
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【共通事項】 

 

以下については、特別な指定がある場合を除き、全ての様式に共通する事項です。 

 

① 本調査の対象期間は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日です。 

 

② 大学等とは、大学（短期大学を含む）、高等専門学校、大学共同利用機関をいいます。 

 

③ 短期大学部を併設している大学については、短期大学部の分もまとめて記載してください。 

 

④ 金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記入してください。 

 

⑤ 中小企業及び小規模企業とは「中小企業基本法」（昭和３８年法律第１５４号）第２

条に定める「中小企業者」及び「小規模企業者」を指します。 

 

【参考】 

○中小企業基本法に基づく中小企業 

業種分類 資本金 従業員 

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

 上記の資本金又は従業員数のどちらか一方を満たせば対象となります。 

 

 ○中小企業基本法に基づく小規模企業者 

業種分類 従業員 

製造業その他 ２０人以下 

商業・サービス業 ５人以下 

 

⑥ その他公益法人等とは、特殊法人、公団、財団法人、社団法人、商工会議所をいいます。 

 

⑦ 「分野別内訳」における「分野」とは、科学技術基本計画に定める分野をいいます。 

 

【参考】第２期科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定）－抜粋－ 
（１） ライフサイエンス分野 

• プロテオミクス、たんぱく質の立体構造や疾患・薬物反応性遺伝子の解明、それらを基礎とした新薬の開発とオーダ

ーメイド医療や機能性食品の開発等の実現に向けたゲノム科学 

• 移植・再生医療の高度化のための細胞生物学 

• 研究開発成果を実用化する臨床医学・医療技術 

• 食料安全保障や豊かな食生活の確保に貢献するバイオテクノロジーや持続的な生産技術等の食料科学・技術 

• 脳機能の解明、脳の発達障害や老化の制御、神経関連疾患の克服、脳の原理を利用した情報処理・通信システム

開発等の脳科学 

• 上記の技術革新を支えるとともに、膨大な遺伝子情報等を解析するための情報通信技術との融合によるバイオイン

フォマティクス    等 

（２）情報通信分野 

• ネットワーク上であらゆる活動をストレスなく時間と場所を問わず安全に行うことのできるネットワーク高度化技術 

• 社会で流通する膨大な情報を高速に分析・処理し、蓄積し、検索できる高度コンピューティング技術 

• 利用者が複雑な操作やストレスを感じることなく、誰もが情報通信社会の恩恵を受けることができるヒューマンインタ

ーフェース技術 

• 上記を支える共通基盤となるデバイス技術、ソフトウェア技術  等 

（３）環境分野 

• 資源の投入、廃棄物等の排出を極小化する生産システムの導入、自然循環機能や生物資源の活用等により、資源

の有効利用と廃棄物等の発生抑制を行いつつ資源循環を図る循環型社会を実現する技術 
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• 人の健康や生態系に有害な化学物質のリスクを極小化する技術及び評価・管理する技術 

• 人類の生存基盤や自然生態系にかかわる地球変動予測及びその成果を活用した社会経済等への影響評価、温室

効果ガスの排出最小化・回収などの地球温暖化対策技術  等 

（４）ナノテクノロジー・材料分野 

• 情報通信や医療等の基盤となる原子・分子サイズでの物質の構造及び形状の解明・制御や、表面、界面等の制御

等の物質・材料技術 

• 省エネルギー・リサイクル・省資源に応える付加価値の高いエネルギー・環境用物質・材料技術 

• 安全な生活空間を保障するための安全空間創成材料技術  等 

（５）エネルギー分野 

  燃料電池、太陽光発電、バイオマス等の新エネルギー技術、省エネルギー・エネルギー利用高度化技術、核融合技

術、次世代の革新的原子力技術、原子力安全技術  等 

（６）製造技術分野 

  高精度技術、精密部品加工技術、マイクロマシン等の高付加価値極限技術、環境負荷最小化技術、品質管理・製造現

場安全確保技術、先進的ものづくり技術（特に情報通信技術・生物原理に立脚したものづくり革新に資する次世代技術）、

医療･福祉機器技術  等 

（７）社会基盤分野 

  地震防災科学技術、非常時・防災通信技術等の防災・危機管理関連技術、ＩＴＳ（高度道路交通システム）等の情報通

信技術を利用した社会基盤技術  等 

（８）フロンティア分野 

  高度情報通信社会に貢献する宇宙開発、新たな有用資源の利用を目指した海洋開発 

 

⑧ 「業種別内訳」における「業種」とは、以下の表にもとづく業種をいいます。 

 

【本調査における業種分類表】 

業種 分類 業種 分類
農業 製造業 電気機械器具製造業
林業 情報通信機械器具製造業
漁業/水産養殖業 輸送用機械器具製造業

鉱業、採石業、 鉱業、採石業、砂利採取業 その他の製造業
砂利採取業 電気・ガス・熱供給・ 電気業

総合工事業 水道業 ガス業
職別工事業 熱供給業
設備工事業 水道業
食料品製造業 情報通信業 通信業
飲料・たばこ・飼料製造業 放送業
繊維工業 情報サービス業
木材・木製品製造業 インターネット附随サービス業
家具・装備品製造業 映像・音声・文字情報制作業
パルプ・紙・紙加工品製造業 運輸業、郵便業 鉄道業
印刷・同関連業 道路旅客運送業
化学工業 道路貨物運送業
石油製品・石炭製品製造業 水運業
プラスチック製品製造業 航空運輸業
ゴム製品製造業 倉庫業
なめし革・同製品・毛皮製造業 運輸に附帯するサービス業
窯業・土石製品製造業 郵便業
鉄鋼業 卸売業、小売業
非鉄金属製造業 金融業、保険業
金属製品製造業 医療、福祉
はん用機械器具製造業 サービス業
生産用機械器具製造業 公務　（国、地方公共団体、独立行政法人、
業務用機械器具製造業 　　　　 その他公益法人等）
電子部品・デバイス・電子回路製造業 その他

農林水産業

建設業

製造業

 

⑨ 本調査における知的財産の対象は、知的財産基本法第２条に定める特許権、実用新案

権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又

は法律上保護される利益に係る権利をいいます。その他の知的財産権には、植物の新品

種を保護する「育成者権」や、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する「回路配置利

用権」等が含まれます。 

⑩ 本調査の対象とする受託研究とは、大学等において外部からの委託を受けて公務として行



 

 4

う研究でこれに要する経費を委託者が負担するもののみを対象とし、システム改革や人材

育成等の支援事業費は対象としません。 

 

＜対象としない支援事業等＞ 

・ 産学官連携戦略展開事業 

・ 先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム 

・ 産学連携による実践型人材育成事業     等 

 

⑪ 本調査の対象とする競争的資金とは、資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提

案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とし

た評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金をいいま

す。 

競争的資金には、その性格により、補助金と委託費に大別されます。補助金は研究者

が自主的に研究テーマを設定して研究費を設定して研究費を申請し、資金配分機関の審

査を経て研究費が助成されるもの。委託費は資金配分機関が特定の研究課題を示し、そ

れに沿った研究を行う研究者・グループを募り、資金配分機関の審査を経て採択され、資

金配分機関と採択された研究者・グループの所属機関の間で研究の委託契約が結ばれ

るものをいいます。 

以下の表は競争的資金制度を性格別に分類したものです。 

【様式３】においては下表の「性格が委託費のもの」のみ計上し、【様式４】と【様式８】に

おいては「委託費」のものと「補助金」のものとに分けて計上願います。 
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＜競争的資金制度一覧＞ 

　科学技術振興調整費 　科学研究費補助金

　戦略的創造研究推進事業

　国際研究拠点形成促進事業費補助金（世界トッ
プレベル国際研究拠点形成促進プログラム）

　地球観測システム構築推進プラン
　原子力システム研究開発事業
　先端計測分析技術・機器開発事業
　革新技術開発研究事業
　独創的シーズ展開事業
　産学共同シーズイノベーション化事業
　重点地域研究開発推進プログラム ※1
　地域結集型研究開発プログラム等 ※1
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研
究推進事業
　人文学及び社会科学における共同研究拠点の
整備の推進事業
　海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プ
ログラム
　原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ
　地球規模課題対応国際科学技術協力事業

　食品健康影響評価技術研究

　戦略的情報通信研究開発推進制度 　先進技術型研究開発助成金制度
　民間基盤技術研究促進制度
　消防防災科学技術研究推進制度

　保健医療分野における基礎研究推進事業 　厚生労働科学研究費補助金

　イノベーション創出基礎的研究推進事業

　石油・天然ガス開発・利用促進型事業 　産業技術研究助成事業

　地域資源活用型研究開発事業 　
　イノベーション実用化助成事業（大学発事業創出
実用化研究開発事業）

　地域イノベーション創出研究開発事業 　革新的実用原子力技術開発費補助事業
　エネルギー使用合理化技術戦略的開発
　エコイノベーション推進・革新的温暖化対策技術
発掘プログラム

　運輸分野における基礎的研究推進制度 ※1 　建設技術研究開発助成制度

　環境技術開発等推進費 　廃棄物処理等科学研究費補助金
　地球環境研究総合推進費
　地球温暖化対策技術開発事業 ※２ 　地球温暖化対策技術開発事業 ※２

性格が委託費のもの 性格が補助金のもの

＜文部科学省関連＞

＜他府省関連＞

　キーテクノロジー研究開発の推進

　研究拠点形成費等補助金（２１世紀ＣＯＥプログラム、
グローバルCOEプログラム）

○経済産業省

○国土交通省

○環境省

○内閣府

○総務省

○厚生労働省

○農林水産省
　産学官連携による食料産業等活性化のための新技術
開発事業

　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

 

※１ 委託研究契約を結ぶものと共同研究契約を結ぶものとがあります。 

※２ 委託費に該当する部分と補助金に該当する部分とがあります。 
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【様式１】連絡先及び知的財産の管理・活用体制 
 

① 「１．連絡先等」の「記入担当者」欄は、後日問い合わせを行うことがありますので、本調査の実

務担当者を記載してください。 

 

② 「２．知的財産の管理 ・ 活用体制」については、平成２１年４月１日現在における状況につ

いて、該当するものを選択してください。 

 

③ 「３．産学連携窓口」については、平成２１年４月１日現在における状況で、設置されている

場合についてはご記入ください。 

※「３．産学連携窓口」については、文部科学省ホームページに産学連携窓口一覧という形で掲載し

広く公表する予定としております。 

 

 

【様式２－１】 共同研究受入実績 

(相手方が大学等分の経費を負担するケース）  
 

① 【様式２－１、２－２】における「共同研究」とは、大学等と民間企業等とが共同で研究開発を

行い、かつ大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものをいいます。なお、大学

等分の経費を相手方が一切負担しない共同研究については、本様式では除外してくださ

い。 

 

② 「共同研究員」とは、共同研究を実施するに際し、民間企業等から研究員が大学等に派遣さ

れ、共同研究期間中、専ら大学等にて研究を行っている者をいいます。なお、共同研究員の

受入れに伴い、当該民間企業等から経費を受入れている場合はその額を共同研究員受入

額に外数で計上してください。 

 

③ 件数は、契約ごとに１件とし、例えば複数の機関と連携して共同研究を１契約で行ったような

場合についても１件としてください。またこの場合、「相手方先区分」、「相手方の業種別内

訳」欄には、代表の１機関のものを計上してください。なお、複数の機関と連携して行った共

同研究の件数については、「複数機関との共同研究」の欄にも計上してください。（内数） 

 

④ 複数年度にわたる契約を行っている場合も１件とし、受入額欄には平成２０年度の受入額

を計上してください。 

（例） 平成１８年度に、２０年度までの３年間の複数年度契約を行い、その間の経費を初年度に一

括で支弁されている場合、２０年度実績は、件数１件、金額０円となります。 

 

⑤ 「うち同一県内企業」欄には、本社が同一都道府県内にある企業についてだけでなく、本社

は同一都道府県内にはないが、契約名義が同一都道府県内の企業になっているものにつ

いても計上してください（内数）。 

 

⑥ 「相手方の業種別内訳」は研究の相手方の業種、「研究の分野別内訳」は当該共同研究

の分野、「研究費の規模別内訳」とは、共同研究受入額１件ごと（直接経費＋間接経費）の

規模をいいます。 

 

⑦ 「長期共同研究」とは、共同研究の契約期間が１２月を超えるものをいいます（内数）。なお、

１年毎に契約を更新しているものは除きます。 

（例） A 大学と B 企業が共同研究を行った場合 

  ・平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの契約（１２月）・・・該当しない 
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  ・平成２０年１月１日から平成２１年１月３１日までの契約（１３月）・・・１年超～２年以下に該当 

  ・平成２０年１月から平成２２年３月までの契約（２７月）・・・２年超～３年以下に該当 

 

⑧ 「複数機関との共同研究」とは、共同研究件数全体のうち、複数の機関と連携して行う共同

研究をいいます（内数）。 

 

⑨ 「相手方先区分」欄の計、「相手方の業種別内訳」欄の計、「研究の分野別内訳」欄の計、

「研究費の規模別内訳」欄の計はそれぞれ一致します。一致していない場合、表の上の「合

計」欄に誤りの表示が出るので、数値を一致させる際の参考にしてください。なお、数値が一

致していれば、その一致した数値が表示されます。 

 

 

【様式２－２】 【様式２－１】のうち 
１，０００万円以上の規模の共同研究の受入実績 
 

①  【様式２－１】のうち特に１，０００万円以上の規模の共同研究の相手方先区分と期間区分

について記載願います。 

 

②  【様式２－２】の合計欄には【様式２－１】で記載した値が自動で表示されますので、【様式

２－２】の相手方先区分の「計」の値と一致させるようにしてください。 

 

 

【様式３－１】 受託研究 ・ 治験等受入実績 
 

① 【様式３－１、３－２】における「受託研究」とは、大学等が民間企業等からの委託により、主

として大学等のみが研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているも

のをいいます。 

 

② 【様式３－１】における「治験等」とは、「治験及び病理組織検査」をいい、件数については契

約件数を、金額については受託研究受入額の外数で計上してください。 

 

③ 件数は、契約ごとに１件とし、例えば、複数の機関と連携して受託研究を１契約で行った場

合についても１件としてください。また、この場合、「相手方先区分」、「相手方の業種別内

訳」欄には、代表の１機関のものを計上してください。なお、複数の機関と連携して行った受

託研究の件数については、「複数機関との受託研究」の欄にも計上してください。 

 

④ 複数年度にわたる契約を行っている場合も１件とし、受入額欄には平成２０年度の受入額

を計上してください。 

  （例） 平成１８年度に、２０年度までの３年間の複数年度契約を行い、その間の経費を初年度に一

括で支弁されている場合、２０年度実績は、件数１件、金額０円となります。 

 

⑤ 「うち同一県内企業」欄には、本社が同一都道府県内にある企業についてだけでなく、本社

は同一都道府県内にはないが、契約名義が同一都道府県内の企業になっているものにつ

いても計上してください（内数）。 

 

⑥ 「相手方の業種別内訳」は研究の委託元の業種、「研究の分野別内訳」は当該受託研究

の分野、「研究費の規模別内訳」とは、受託研究受入額１件（直接経費＋間接経費）ごと

の規模をいいます。 
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⑦ 「長期受託研究」とは、受託研究の契約期間が１２月を超えるものをいいます（内数）。な

お、１年毎に契約を更新しているものは除きます。 

 （例） A 大学と B 企業が受託研究を行った場合 

・平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの契約（１２月）・・・該当しない 

・平成２０年１月１日から平成２１年１月３１日までの契約（１３月）・・・１年超～２年以下に該当 

・平成２０年１月から平成２２年３月までの契約（２７月）・・・２年超～３年以下に該当 

 

⑧ 「複数機関からの受託研究」とは、受託研究件数全体のうち、複数の機関から委託を受け

て行う受託研究をいいます（内数）。 

 

⑨ 再委託による契約を行っている場合、「相手方先区分」及び「相手方の業種別内訳」は資金

の支出元のものを記入してください。 

（例）A 大学が国からの委託資金を受け、その一部を A 大学が B 大学へ再委託した場合 

・A 大学の実績・・・「相手方先区分」は『国』、「相手方の業種別内訳」は『国、地公体、独法、その

他公益等』 

・B 大学の実績・・・「相手方先区分」は『国』、「相手方の業種別内訳」は『国、地公体、独法、その

他公益等』 

 

⑩ 「競争的資金」欄には、その性格が委託費のものについてのみ計上願います。例えばその

性格が補助金である科学研究費補助金や研究拠点形成費等補助金（ＣＯＥ）については含

みません。(競争的資金については【共通事項】参照。) 

 

⑪ 「相手方先区分」欄の計、「相手方の業種別内訳」欄の計、「研究の分野別内訳」欄の計、

「研究費の規模別内訳」欄の計はそれぞれ一致します。一致していない場合、表の上の「合

計」欄に誤りの表示が出るので、数値を一致させる際の参考にしてください。なお、数値が

一致していれば、その一致した数値が表示されます。 

 

 

【様式３－２】 【様式３－１】のうち 
１，０００万円以上の規模の受託研究の受入実績 
 

① 【様式３－１】のうち特に１，０００万円以上の規模の受託研究の相手方先区分と期間区分

について記載願います。 

 

② 【様式３－２】の合計欄には【様式３－１】で記載した値が自動で表示されますので、【様式３

－２】の相手方先区分の「計」の数値と一致させるようにしてください。 

 

 

【様式４】 発明状況等 
 

① 「発明の届出」とは、大学等に所属する教員等から発明があった旨を当該大学等に届出を

させることをいいます。 

 

② 「発明者数」については、発明した教員及び学生の数を延べ人数でなく実数で計上してくだ

さい。なお、非常勤研究員については教員に含めて計上してください。 

 

③ 「発明委員会」とは、届出があった発明について帰属の決定、新規性・進歩性の検証等を審

議する委員会又は会議等をいいます。「開催数」欄には平成２０年度中の総開催数を記入

してください。また、開催されている場合、「開催頻度」欄に、定期的、不定期の別について



 

 9

該当するものを選択し、特にある程度定期的に開催されている場合には、月及び週何回程

度の割合で開催されているのかについても記入して下さい。 

 

④ 「発明のもととなった研究費の内訳」中の、「②受託研究」の「国」には競争的資金の委託費

の性格のもの、「③補助金」の「国」には競争的資金の補助金の性格のものをそれぞれ含

みます。 

 

⑤ 「発明のもととなった研究費の内訳」を記載いただく際、複数の研究費を使用している場合

には、割合が多い方の欄に記載してください。 

 
 
【様式５】 特許等取得及び管理状況 
 

① 「（ア）出願件数」は、平成２０年度中に出願した件数 

「（イ）登録（権利化）件数」は、平成２０年度中に新たに権利化された件数 

「（ウ）消滅件数」は、平成２０年度中に権利が消滅（譲渡によるものを含む）した件数 

「（エ）保有件数」は、平成２０年度末時点で、保有している件数をいいます。 

    

② 前回までの調査で誤って「（ア）出願件数」＝「（エ）保有件数」と回答してきた機関が多くあり

ましたが、出願しただけでは保有しているとはいえないので、「（エ）保有件数」には「（ア）出

願件数」を加えないようにしてください。また、保有件数は平成２０年度末時点ですので、平

成２０年度中の「（イ）登録（権利化）」および「（ウ）消滅件数」が影響しますので、ご留意くだ

さい。 

 

③ 共有しているものについては件数を「うち共有」欄にも計上してください（内数）。 

  

④ 外国出願件数については、出願国数を計上することとし、ＥＰＣ出願（ヨーロッパ特許条約

（European Patents Convention）に基づく出願方法）およびＰＣＴ出願（特許協力条約

（Patent Cooperation Treaty）に基づく出願方法）の場合は、平成２０年度中に「各国へ移行

手続きを行った国数」を計上してください。また、ＰＣＴ出願の各国移行段階でＥＰを指定した

場合についても、ＥＰＣ出願に計上してください。ＥＰＣ出願については、出願時に指定した

国の数を「指定国数」欄に記載してください。 

ただし、基礎出願を行った国に再度、移行手続きを行った場合には、移行段階での出願件

数からその国は除外してください。 

 

（例）１．平成２０年度中に日本へ基礎出願、その後ＰＣＴ出願をしたが、各国への指定国移行の手続き

をまだ行っていない場合 

・・・「国内出願件数」欄に１件、「ＰＣＴ出願件数」欄に１件 

 

２．平成２０年度より前に日本へ基礎出願、平成２０年度中にＰＣＴ出願をし、同年度内に米国、仏、

独の計３カ国に指定国移行の手続きを行っている場合   

・・・「ＰＣＴ出願件数」欄に１件、「外国出願件数」欄に３件 

 

３．平成２０年度より前に日本へ基礎出願およびＰＣＴ出願後、平成２０年度中に日本、米国、独の

計３カ国に指定国移行の手続きを行った場合   

・・・「外国出願件数」欄に２件 

 

４．平成２０年度より前に米国へ基礎出願およびＰＣＴ出願後、平成２０年度中に日本、米国、独、

計３カ国に指定国移行の手続きを行った場合 
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・・・「国内出願件数」欄に１件、「外国出願件数」欄に１件 

 

５．基礎出願を行わず、平成２０年度中にＰＣＴ出願後、同年度内に日本、米国、ＥＰ（英・独・仏の

３カ国指定）に指定国移行の手続きを行った場合 

・・・「ＰＣＴ出願件数」欄に１件、「国内出願件数」欄に１件 

「外国出願件数」欄に１件、「ＥＰＣ出願件数」欄に１件 

「ＥＰＣ出願件数」の「指定国数」欄に３件 

 

６．平成２０年度より前に日本へ基礎出願およびＰＣＴ出願、ＥＰＣ出願後、平成２０年度中に日本、

米国、英、独、仏へ指定国移行の手続きを行った場合 

・・・「外国出願件数」欄に４件 

 

⑤ 「ＰＣＴ出願件数」欄には、平成２０年度中にＰＣＴ出願をした件数を計上してください。 

 

⑥ 「ＥＰＣ出願件数」欄には、平成２０年度中にＥＰＣ出願をした件数を計上してください。また、

ＥＰＣ出願時に指定した国の数を「指定国数」欄に計上してください。 

 

⑦ 「国内優先権出願」を行った場合は、基礎出願を含み全て計上してください。 

（例）１．平成１９年度に基礎出願を行い、平成２０年度に「国内優先権出願」を行った場合 

                                …出願件数は１件 

２．平成２０年度に基礎出願を行い、平成２０年度に「国内優先権出願」を行った場合 

                                …出願件数は２件 

 

⑧ 「分割出願」を行った場合は、基礎出願を含み全て計上してください。 

（例）１．平成１９年度に基礎出願を行い、平成２０年度に基礎出願から３件の出願に分割した場合 

                                     …出願件数３件 

２．平成２０年度に基礎出願を行い、平成２０年度に基礎出願から３件の出願に分割した場合 

                             …出願件数４件 

※PCT 出願等から指定国移行段階において、分割を求められたケースについても同様に計上してくださ

い。 

 

 

［国内・外国ライセンス契約状況］ 

 

① 国内・外国の出願件数については、前項を入力すると自動計算されます。それぞれの知的

財産権について「うちライセンス契約済み件数」および「うちライセンス契約相手が共有相手

と同様」の欄に計上してください（内数）。 

 

② 出願件数のうち平成２０年度末時点でライセンス契約を締結している権利数を計上してくださ

い。１件の権利でライセンス契約を複数締結している場合についても１件と計上してください。 

 

③ また、「うちライセンス契約相手が共有相手と同様」の欄には、共有で出願した権利のうち、

共有相手とライセンス契約を締結している場合は、計上してください。 
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【様式６】 知的財産のライセンス等収入 
 
○本様式には 

【様式６－１】特許権 

【様式６－２】実用新案権、意匠権、商標権、その他知的財産権（育成者権、回路配置利用権等） 

【様式６－３】著作権、有体物（マテリアル）、その他（ノウハウ等） 

の 3 種類の様式がありますので、様式ごとに該当する知的財産について分けて記入してください。 

 

なお、【様式６－２】、【様式６－３】の知的財産で複数該当がある場合には、シートをコピーし、左上

に該当する名称を選択した上で使用願います。 

 

① 「国内分」、「外国分」ごとに、「１９年度以前に契約したもの」、「２０年度中に契約したもの」と

に分け、さらに、「収入別・契約別」、「分野別」に分けて記入してください。 

② それぞれ「受ける権利」の段階のものも含みます。 

 

③ 共有のものについては、「うち共有」欄に計上してください（内数）。 

 

④ ＴＬＯを経由のものも含みます。ＴＬＯ経由分（内部型を含む）についてはそれぞれ「うちＴＬＯ経

由」欄に計上してください（内数）。 

 

○収入別・契約別内訳について 

① ２０年度中に収入を得たものと２０年度中に収入を得なかったもの、さらに、実施許諾によるも

のと譲渡によるものとをそれぞれ分けて計上してください。 

 

② 「権利数」欄には実施許諾または譲渡した権利の数、「契約数」欄には実施許諾または譲渡に

ついて締結している契約の数を計上してください。 

（例） ４件の特許を１契約で実施許諾あるいは譲渡した場合   

・・・  「実施許諾したあるいは譲渡した権利数」４件、「実施許諾あるいは譲渡契約数」１件 

 ３件の特許を２社に実施許諾した場合   

・・・  「実施許諾した権利数」６件、「実施許諾契約数」２件 

 

③ 「収入額」欄には２０年度中に実施許諾または譲渡により得た収入額を計上してください。 

 

④ 実施許諾した権利数及び契約数については、過去に実施契約を行い２０年度末現在で継続し

ているものを含むこととします。この場合については、「１９年度以前に契約したもの」欄に計

上してください。 

 

⑤ １９年度以前に譲渡契約をし、２０年度中に収入が無い場合の権利の数及び契約の数につい

ては、未払いがある場合のみ件数を計上してください。（すでに双方で譲渡契約手続が終了し

ているものについては計上しないでください。） 

 

○分野別内訳について 

権利数については、収入別・契約別内訳で記入した実施許諾及び譲渡した権利数を、収入額

については、収入別・契約別内訳で記入した２０年度中に実施許諾及び譲渡により得た収入

額をそれぞれ分野別に記載してください。 

したがって、「収入別・契約別の計」と「分野別の計」は一致しますのでご留意ください。 

 
○実施許諾受入額の内訳について 

① 上記で、計上いただいた「国内分」「外国分」の「実施許諾」「譲渡」それぞれの合計権利数・
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契約数・受入額について、自動計算で表示されます。このうち「実施許諾」の受入額の内訳

を「イニシャルロイヤリティ（契約一時金）」「ランニングロイヤリティ」「オプション契約」「不実

施補償金」「その他」にそれぞれ計上してください。 

 

② 「イニシャルロイヤリティ」「ランニングロイヤリティ」に不実施補償条項が入っていても、「不

実施補償金」と切り分けずにそのまま計上してください。「不実施補償金」欄には、「イニシャ

ルロイヤリティ」「ランニングロイヤリティ」に含まれていない、「不実施補償金」として徴収し

たものについて計上してください。 

 

③ 「オプション契約」とは、技術シーズの事業化に必要な情報等を提供し、使用させるとともに

契約期間内に実施許諾を受けるか否かの選択権を与える契約を意味します。 

 

 

【様式７】 産学連携に係るルールの整備状況 
 

１．産学連携に係る規定等の整備状況について 

① 本様式においては、平成２１年４月１日現在における状況について、該当するものを選択し

てください。 

 

② 「ポリシー」とは、大学の基本的理念・考え方をいい、「規程」とは大学等における具体的な

取扱い・規則をいいます。 

 

③ 「研究ライセンス使用円滑化ポリシー」とは、大学等が他の大学等から非営利目的の研究

のための知的財産権の非排他的な実施許諾（研究ライセンス）を求められた場合、原則とし

て無償（実費を除く）、または合理的な対価で実施許諾することを定めたポリシーを意味しま

す。また、知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権及び回路配置利用権

を最低限含んでいるものとし、研究成果有体物のみに適用されるようなポリシーは除きま

す。 

 

④ 「リサーチツール特許使用円滑化ポリシー」とは、ライフサイエンス分野におけるリサーチツ

ール特許（※）について、他者から研究段階での実施許諾を求められた場合に、非排他的

にライセンスを行うこと（事業戦略上支障がある場合を除く）及び合理的な対価で提供する

ことを定めたポリシーを意味します。なお、研究成果有体物のみに適用されるようなポリシ

ーは除きます。 

（※ リサーチツール特許：ライフサイエンス分野において研究を行う道具として使用される

物又は方法に関する特許。実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法

に関する特許等が含まれる。） 

 

⑤ 「安全保障貿易管理（外為法）関係規程」とは、国際的な平和および安全を維持するための

手段のひとつとして外為法の遵守ができるように、組織の責任体制の明確化などを盛り込

んだ内部規程を意味します。 

 

⑥ 「利益相反ポリシー（臨床研究）」とは、被験者の保護と大学や研究者の社会的な信頼性を

守るため、機関が定める範囲の全ての臨床研究の実施にあたり、利益相反状態の把握、

審査、勧告等を行うこと、及び実施手順や体制等を定めたポリシーを意味します。一般的な

利益相反ポリシーは除きます。 

 

⑦ 「研究成果有体物」とは、「下記（ⅰ）～（ⅲ）に該当する学術的・財産的価値その他価値の

ある有体物（論文、講演その他著作物に関するものを除く）」をいいます。 
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（ⅰ）研究開発の際に創作または取得されたものであって、研究開発の目的を達成したこと

を示すもの 

（ⅱ）研究開発の際に創作または取得されたものであって、(ⅰ)を得るのに利用されるもの 

（ⅲ）（ⅰ）または（ⅱ）を創作または取得するに際して派生して創作または取得されたもの 

  ex) 材料、試料（微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種）、試作品、モデル品 

 

⑧ 「職務発明規程」とは、「大学に勤務する者が行った発明等の取扱いについて定めた規程」

をいい、例えば、職員等の職務発明等を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障

し、職務発明等によって得た特許権等の管理及び実施の合理的運営を図ることを目的とし

て定められたものをさします。 

 

⑨ 「発明補償関係規程」とは、「特許を受ける権利を大学に承継させた発明を行った教職員等

に対し、大学が支払う対価（補償金）について定めた規程」をいい、出願補償や実施補償も

含まれます。 

 

⑩ 「兼業・兼職」とは、教職員が報酬の有無に関わらず、本務以外の事業若しくは事務に従事

することをいいます。 

 

⑪ 「出向」には「在籍出向」と「転籍出向」とがあります。 

「在籍出向」とは、出向元に在籍したまま出向先で相当期間働かせるものをいい、「転籍出

向」とは、出向元へ復帰することを前提として、出向元の籍を離れて出向先で相当期間働

かせるものをいいます。 

 

⑫ 「教員の研究休暇制度（サバティカル・リーフ）」とは、数年間継続して勤務した教員につい

て、一定期間教育等の義務を免除されて、研究に専念することが認められる制度をいいま

す。 

 
４．共同研究・受託研究（競争的資金を除く）に係る間接経費の取扱い。 

① 競争的資金を除く共同研究・受託研究の間接経費の割合が共同研究・受託研究取扱規程等

に明記されているかについて、お答えください。 

 

② 「間接経費の取扱い」には、大学等で規定されている直接経費に対する間接経費の割合を％

で記入してください。また例外規定等があればご記入ください。 
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【様式８】 特許等出願等経費について 
 
１．共有特許の出願等経費の負担区分 

① 共有特許で平成２０年度中に経費を支出したもの（出願時期は問わない）で、ⅰ）貴機関と相

手方の双方で持分に応じて負担したもの、ⅱ）貴機関と相手方のいずれかが持分によらず全

額一方が負担したもの、ⅲ）貴機関と相手方の双方で持分とは異なる割合で費用負担を取り

決めたもの、に分けて計上してください。 

 

② ⅰ）～ⅲ）についてそれぞれ民間企業との件数を内数で計上してください。なお、ⅱ）について

は特に民間企業が全額を負担した件数をさらに内数で計上してください。 

 

２．支出実績 

① 「出願等費用」、「登録・維持費用」に分けて計上し、それぞれ弁理士費用等を含んだ額を計上

してください。また、内訳に該当しないその他の費用については「その他費用」欄に計上してく

ださい。なお、「その他費用」欄に計上する場合には、具体的な費用についての名称も記載の

上、計上願います。 

 

② 「出願等費用」には、「出願費用」のほか「中間費用」も含みます。「中間費用」とは、特許出願

から登録までの間に要する費用で、審査請求費用や拒絶理由対応等でかかる費用等をいい

ます。 

 

③ 科学技術振興機構（ＪＳＴ）の特許出願支援制度や経済産業省の特定大学技術移転事業等を

利用し、特許出願経費の支援を受けた額は計上しないでください。 

 

３．予算措置方法 

① 該当する予算について支出額を計上してください。また、内訳に該当しないその他の予算につ

いては「その他」欄に計上してください。なお、「その他」欄に計上する場合には、具体的な経

費の名称も記載の上、計上願います。 

② 競争的資金については「委託費」によるのものと「補助金」のものとに分けて計上してください。

（【共通事項】参照。） 

 

③ 科学技術振興機構（ＪＳＴ）の特許出願支援制度や経済産業省の特定大学技術移転事業等を

利用し、特許出願経費の支援を受けた額は計上しないでください。 

 

「２．支出実績」の計と、「３．予算措置方法」の計は一致しますのでご注意下さい。 

 

４．特許権出願に関しての発明のもととなった研究費内訳 

① 【様式５】に記載した特許権の出願件数について、発明のもととなった研究費の内訳を記入し

てください。 

したがって、【様式８】の４．の出願件数合計及び分野ごとの件数と、【様式５】の出願件数

合計及び分野ごとの件数は必ず一致しますのでご留意願います。 

 

② 「発明のもととなった研究費の内訳」中の、「②受託研究」の「国」には競争的資金の委託費の

性格のもの、「③補助金」の「国」には競争的資金の補助金の性格のものをそれぞれ含みま

す。 

 

③ 「発明のもととなった研究費の内訳」を記載する際、複数の研究費を使用している場合には、

割合が多い方の欄に記載してください。 
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【様式９】 特許の出願権利化に関する指標 

本様式においては、平成１４年４月１日から平成２１年３月３１日までの７年間に国内出願された

発明を対象（大学等名で出願したものに限る）とします。 

 

○ 「特許査定」及び「拒絶査定」とは、特許出願した後、出願人からの権利化したい旨の請求（審

査請求）に対し、特許庁審査官による特許となる場合の処分が「特許査定」といい、逆に特許と

ならない場合の処分が「拒絶査定」といい、ともに、特許庁審査官が出願人から出願した特許

に係る最終の処分です。なお、拒絶査定を行うための理由を拒絶理由といい、審査官は拒絶

査定を行うときは、事前に出願人にその拒絶理由を通知する拒絶理由通知を行います。 

 

○ 「新規性の欠如」とは、特許を受けるための要件の一つである「新規性」が欠如していることを

いいます。（特許出願前に、公然と知られたあるいは実施されていた、又は書籍等への掲載、

インターネットで公表されたもの。）このことは、特許法２９条１項各号に規定されています。 

【参考】特許法２９条１項 

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けること

ができる。 

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じ

て公衆に利用可能となった発明 

 

○ 「新規性喪失の例外」とは、「新規性」を失った発明に対し、一定の条件を満たす場合には、特

許を受ける権利を有する者の出願は、その新規性を失わないものとみなす例外的な救済をい

います。例えば、特許庁長官が指定する学術団体の研究集会での文書やスライド、パワーポ

イントでの発表や、特許庁長官が指定する博覧会への出品等などは、新規性喪失の例外の対

象となります。「新規性喪失の例外」に関する規定は、特許法３０条で定められています。 

【参考】特許法３０条 

特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官

が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一

に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明について

の同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみな

す。 

２  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明も、その該

当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定

の適用については、前項と同様とする。 

３  特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しく

は政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界

貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパ

リ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその

許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十

九条第一項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許

出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 

４  第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官

に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明が第一項又は前項の規定の適用を受け

ることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければ

ならない。 

 

○ 「実施例不足等」とは、特許権を請求している範囲と比べて明細書で開示している実施例等の

発明の具体的内容が不足していることをいいます。このことは、特許法３６条４項１号（特許請

求の範囲の全範囲について発明を実施出来る程度の開示が明細書でされているかどうか）、
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又は同条６項１号（特許請求の範囲の全範囲について実質的に明細書に開示されているかど

うか）に規定されています。 

【参考】特許法３６条 

 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 

①特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

②発明者の氏名及び住所又は居所 

２ 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 

３ 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

①発明の名称 

②図面の簡単な説明 

③発明の詳細な説明 

④特許請求の範囲 

４ 前項第３号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 

５ 第３項第４号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする

発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に

係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを防げない。 

６ 第３項第４号の都挙請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 

①特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 

７ 第２項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなけ

ればならない。 

 

 

① 「出願件数（Ａ）」には、それぞれの期間内に出願した件数を計上してください。 

 

② 『うち「新規性喪失の例外規定」を適用し出願した件数（Ｂ）』には、「出願件数（Ａ）」のうち、新

規性喪失の例外規定（特許法３０条）を適用し出願した件数を計上してください（内数）。 

 

以下、平成２１年３月３１日の時点で該当するものを計上してください。各年度に国内出願した件数

について、（C）～（J）を計上してください。（C）～（J）については、実施、通知を受けた年度に関係な

く、出願件数を入力した年度の列に記入してください。 

例）「平成１４年度に国内出願された発明」について出願件数（A）が５件、そのうちH２１年３月３１日現在で、

４件について「審査請求（C）」を行い。「拒絶理由通知（E）」を受け取った件数３件、「拒絶査定件数（G）」３

件、「特許査定（I）」１件、となっている場合は、（C）～（I）については平成１５年度以降に行われたとしても、

全て「平成１４年度に国内出願された発明」の列に記入してください。 

 

③ 「審査請求件数（Ｃ）」には、「出願件数（Ａ）」のうち、出願人から権利化するために特許庁へ審

査請求を行った件数を計上してください。 

 

④ 「うち審査請求後、自ら取下げ・放棄した件数（Ｄ）」には、「審査請求件数（Ｃ）」のうち、特許庁

での一次審査着手後に出願人自ら出願の取下げ・放棄を行った件数を計上してください（内

数）。（国内優先権主張による先の出願のみなし取り下げについては計上しないでください。） 

 

⑤ 「拒絶理由通知を受け取った件数（Ｅ）」には、特許庁への審査請求後、特許庁から拒絶理由

通知書を受け取った件数を計上してください。（※拒絶理由通知は複数回なされることがあり

ますので、１つの出願について複数回拒絶理由通知を受けても１件として計上してください。 

 

⑥ 『うち拒絶理由として「新規性の欠如」を挙げられた件数（Ｆ）』には、「拒絶理由通知を受け取

った件数（Ｅ）」のうち、拒絶理由として「新規性の欠如（特許法２９条１項１～３号）」を挙げられ

た件数を計上してください（内数）。 

例えば、拒絶理由通知書に「この出願の請求項１に係る発明は、下記の文献１に記載されて



 

 17

いるから、本件出願は特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない」と

の記載がある場合などが該当します。 

※拒絶理由通知は複数回なされることがありますが、１つの出願について１回でも「新規性の

欠如」に関する拒絶理由通知を受ければ 1 件として計上してください。 

 

⑦ 『うち拒絶理由として「実施例不足等」を挙げられた件数（G）』には、「拒絶理由通知を受け取

った件数（Ｅ）」のうち、拒絶理由として「実施例不足等（特許法３６条４項又は６項１号）」をあげ

られた件数を計上してくだい（内数）。 

 例えば、拒絶理由通知書に「この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法

第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。」「この出願は、特許請求の範囲の記載が下

記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。」との記載がある場

合などが該当します。 

※拒絶理由通知は複数回なされることがありますが、１つの出願について１回でも「実施例不

足等」に関する拒絶理由通知を受ければ 1 件として計上してください。 

 

⑧ １回の拒絶理由通知に「新規性の欠如」および「実施例不足等」が両方記載されていた場合に

は、『うち拒絶理由として「新規性の欠如」を挙げられた件数（F）』『うち拒絶理由として「実施例

不足等」を挙げられた件数（G）』の両方に１件と計上してください。 

 

⑨ 「拒絶査定件数（H）」には、特許庁より拒絶査定を受け、権利化されなかった件数を計上してく

ださい。 

 

⑩ 『うち１回目の拒絶理由通知に対する「戻し拒絶査定件数」（I）』には、「拒絶査定件数（H）のう

ち、審査請求後、特許庁から出される１回目の拒絶理由通知に対し、これに何も対応せず拒

絶査定となった件数を計上してください（内数）。 

 

⑪ 「特許査定件数（J）」には、特許庁より特許査定を受け、権利化された件数を計上してくださ

い。 

 

なお、本様式中の（A）から（K）については以下についても成り立ちますので記入の際ご注意くだ

さい。 

  

ⅰ） （Ａ）≧（Ｃ）≧（Ｊ） 

理由・・・審査請求するためには出願していることが必要であり、審査請求後の取下げ・放

棄、拒絶査定、及び特許査定は審査請求がなされていることを前提とするため。 

 

ⅱ）「平成２０年度に国内出願された発明」欄の出願件数（Ａ）は【様式５】の国内分の特許権出

願件数の計及び【様式８】の４．の出願件数（国内）合計と一致します（【様式５】の国内分の出

願件数を必ず確認してください）。 

 
 
【様式１０】 産学連携に係る大学の取組み 
 

   本調書においては、平成２０年度末時点における状況を記入してください。 

 

１．産学連携の組織等の状況について（該当組織が複数ある場合は同一セル内に番号等を付して

併記してください。） 

① 「共同研究センター」とは、大学と民間等との共同研究を行うことを目的として設けた研究
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室・実験室等をいいます。 

 

② 「リエゾンオフィス」とは、大学と民間等との共同研究の橋渡し機能を有している組織をい

い、必ずしも専用の事務所を設置している必要はありません。 

 

③ 「知的財産本部」とは、知的財産を大学等において適切に創出・管理・活用するための機能

を有している組織をいい、必ずしも専用の事務所を設置している必要はありません。また、

文部科学省の大学知的財産本部整備事業で採択されていた機関である必要はありませ

ん。 

④ 連携するＴＬＯとは、契約又は協定等により提携関係にあるＴＬＯ（Technology Licensing 

Organization）をいい、学内のＴＬＯも含みます。 

⑤ インキュベーション施設及びベンチャービジネスラボラトリーとは、大学等の研究成果をもと

に起業する者のために設けた研究室・実験室・オフィス、またはベンチャービジネスの萌芽

となるべき独創的・先端的な人材を育成することを目的として設けた研究室・実験室等をい

います。 

 

 ２．産学連携に係る啓発活動状況について 

① 「学内啓発活動」とは、大学等の研究者の発明に対する啓発活動をいい、そのために学内

等においてセミナー、講演会、研修会等を行うことをいいます。 

 

② 「研究ノート」とは、ラボノート又は実験ノート等とも言われ、研究者等が実験データやアイデ

ア等を随時記録し、第三者による確認をとるという体裁にしたもので、発明等の時期及び発

明者の特定等を証明するためのノートのことをいいます。 

 

 ３．知的財産の侵害調査について 

保有している特許等に関して他者からの侵害調査の実施状況について、該当するものに○

を付してください。複数回答可。 

 

 ４．産学連携推進のための税制優遇措置の活用状況について 

① 「特別試験研究税額控除制度」とは、個人又は企業等（青色申告法人）（以下「企業等」とい

う）の各事業年度において、大学等と共同試験研究及び委託試験研究を行い、その試験研

究に要した経費がある場合には、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」（※）と合わせ

て、これらの試験研究に係る試験研究費の額のうち一定の金額が所得税額又は法人税額

から控除される制度（租税特別措置法第１０条第２項、第４２条の４第２項）です。  

企業等が本制度の適用を受ける場合、企業等からの依頼により大学等が支出報告書を

提出することになっております。「企業等からの依頼に基づき行った支出報告」とは、当該

支出報告をした共同試験研究及び委託試験研究の総件数をいいます。 

※：「試験研究費の総額に係る税額控除制度」とは、個人又は企業等（青色申告法人）の各事業年度にお

いて、試験研究費の額がある場合には、試験研究費の総額に対して一定の税額控除割合により計算さ

れた金額が所得税額又は法人税額から控除される制度です。（租税特別措置法第１０条第 1 項、第４２

条の４第１項） 

 

② 私立大学（短期大学を含む）における受託研究について、一定の条件（※１）のものについて

は法人税法施行令第５条第１０号により「収益事業」の範囲から除外され、非課税とされて

います。「学校法人における法人税法施行令により非課税とされる受託研究費」とは、これ

により非課税となる受託研究費の総額をいいます。 
※1 非課税とされる条件 

・ 受託研究の実施期間が３ヶ月以上であること。 

・ 受託研究の結果生じた知的所有権等の研究成果の帰属に関する事項が契約書などに明確に定め
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られていること。 

・ 受託研究の研究成果の公表に関する事項が、契約書などに明確に定められていること。 

 

【参考】「研究開発税制」 

研究開発税制について

１．試験研究費（自社内含む）の総額に係る税額控除制度

試験研究費の総額の一定割合（８～10％

上記１に２％相当額を上乗せして税額控除

別枠 法人税額（所得税額）の１０％を上限

増加額

売上高の10％を

）を税額控除。

２．特別試験研究税額控除制度

公的研究機関（特定独立行政法人を含む）、大学等との共同試験研究及び委託試験研究

について、 (上限額：法人税額（所得税額）の２０％）

３．上記の上限額とは で、 として以下の２つのどちら

かを選択適用して税額控除。(平成20年4月1日から平成22年3月31日までの時限措置)
①試験研究費の に係る税額控除

② 超える試験研究費に係る税額控除

４．当該年度に発生した税額控除額の上限を超える額が翌年度活用可能。

試験研究費の総額
×8%～10%

試験研究費の総額
×8%～10%

試験研究費の増加額×5%試験研究費の増加額×5%

売上高の10%を超える
試験研究費 ×一定比率

売上高の10%を超える
試験研究費 ×一定比率

試験研究費の総額
×8%～10%

試験研究費の総額
×8%～10%

試験研究費の

増加額 ×5%

試験研究費の

増加額 ×5%

法
人
税
額

の
20
％

10
％

追
加

最大で法人税額の30%最大で法人税額の30%

法
人
税
額

の
20
％

拡充

改正後（平成改正後（平成2020年度～）年度～）

改正前改正前

（産学官連携の共同研究等
の場合、 ）１２％控除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
５．安全保障貿易管理（外為法）関係に係る啓発活動状況について 

  安全保障貿易管理についての冊子、パンフレット等（経済産業省作成のハンドブックやその
他資料、学内で独自に発行したもの）の教員向け配布の有無。および、セミナー、講演会、研
修会等の開催実績について、該当するものを選択してください。 

 
 ６．ライセンス業務の外部委託状況について 

 承認 TLO 以外の機関（団体・企業等）にライセンス業務を一部または全部委託している場合
は、委託相手先機関名を記入してください。 

 
 ７．産業界（企業）との連携協定について 
  ①  各種連携協定の締結相手に企業がある場合は、「協定名」「相手先企業名」「締結期間」を

記入してください。 
 
  ②  包括協定等で複数機関のなかに企業が入っている場合、「相手先企業名」には企業のみを

記入してください（自治体や他の大学等は記入の必要はありません）。 
 
  ③  一つの連携協定で複数の企業と協定を締結している場合は、「相手先企業名」欄のセルに

番号を付け併記してください（１協定ごとに１行に入力してください）。 
 
 
【様式１１】研究者の流動化について 
 
１．平成２０年度中の教員の兼業・兼職実績について 

① 「兼業・兼職」とは、教職員が報酬の有無に関わらず、本務以外の事業若しくは事務に従事

することをいいます。 
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② （うち外国）には、外国企業・外国の公設試験研究機関等に兼業・兼職している場合は計上

してください。 

 

③ １．（２）については【様式７】ですでに整備済と回答した機関のみ回答してください。 

 

２．平成２０年度中の教員の出向実績について 

① 「出向」には「在籍出向」と「転籍出向」とがあります。 

「在籍出向」とは、出向元に在籍したまま出向先で相当期間働かせるものをいい、「転籍出

向」とは、出向元へ復帰することを前提として、出向元の籍を離れて出向先で相当期間働か

せるものをいいます。 

 

３．平成２０年度中の教員の研究休暇制度（サバティカル・リーフ）の利用実績について 

① 「教員の研究休暇制度（サバティカル・リーフ）」とは、数年間継続して勤務した教員につい

て、一定期間教育等の義務を免除されて、研究に専念することが認められる制度をいいま

す。 

 

② ３．については【様式７】ですでに整備済と回答した機関のみ回答してください。 

 

 

【様式１２】産学連携オフィス（出張所）の設置状況（平成２０年度末時点） 
 

産学連携オフィスとは、大学等の外での産学連携活動拠点として、設置されているオフィスを

いい、平成２０年度末時点での設置状況を記入してください。 
 
 

【様式１３】 出資、ライセンス対価及び寄附等による 
株式及びストックオプションの保有状況 

 
平成２０年度末時点における状況を記入してください。 

 

○「大学発ベンチャー企業」とは、大学等が関与（※）し、新たな技術やビジネス手法をもとにして

設立した企業をいいます。また、国内に設立されたもののみを対象とし、ＮＰＯ法人は除きま

す。 

 

※ 大学等の関与は次のことを意味します。 

（ⅰ）「特許」：大学等または大学等の教員が所有する特許をもとに起業したもの 

（ⅱ）「特許以外の技術移転」：大学等で達成された研究成果または習得した技術等にもとづ

いて起業したもの 

（ⅲ）「人材」：大学等の教員や技術系職員、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設

立に深く関与したりして起業したもの。ただし、教員等の退職や学生の卒業等からベンチ

ャー設立まで他の職に就かなかった場合または退職や卒業等から起業までの期間が 1

年以内の事例に限ります。 

（ⅳ）「出資」：大学等やＴＬＯがベンチャーの設立に際して出資または出資の斡旋をしたもの 

（ⅴ）「その他関係型」：その他大学等と密接な関係を有するもの 

 

大学等が上記の関与をした大学発ベンチャー企業であっても、株式やストックオプションの保有、有

限会社に係る持分が無い場合は計上する必要はありません。 

１．株式の保有状況について 
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① 大学等の株式の保有状況について計上してください。なお、有限会社の場合、株式は「持

分」に、総発行株数は「総持分数」に、大学等の株数は「大学等の持分」に読み替えるもの

とします。 

 

② 「取得事由」欄には、「出資」、「ライセンス対価」、「寄附」、「その他」のうち該当するものに

○を記入してください。また、「その他」に○を記入した場合は、具体的な理由についても記

載願います。 

 

③ 取得事由が寄附の場合、「取得価格」は０円で計上してください。 

 

④ 同一企業で取得事由が複数ある場合には、取得事由ごとに分けて記入して下さい。 

 

２．ストックオプションの保有状況について 

① ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、予め定められた価額（権利

行使価額）で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、

株価が上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得し、売却することにより、株価

上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度をいいます。 

 

② 大学等のストックオプションの保有状況について記入してください。 

 

③ 「取得事由」欄には、「ライセンス対価」、「寄附」、「その他」のうち該当するものに○を記入

してください。また、「その他」に○を記入した場合は、具体的な理由についても記載願いま

す。 

 

④ 同一企業で取得事由が複数ある場合には、取得事由ごとに分けて記入して下さい。 

 

 

【様式１４】 寄附受入実績 
 

１．寄附金受入状況 
① 平成２０年度中に受入れた機関全体の寄附金（現金）の受入件数及び金額を計上してくだ

さい。 
 

② 地方公共団体からの受入実績がある場合は、それぞれ受入件数、及び受入額を計上してく

ださい（内数）。 

 

２．寄附講座・寄附研究部門の受入状況 

① 「寄附講座・寄附研究部門」については、平成２０年度中の受入額および寄附講座・寄附研

究部門数を記入し、内訳・詳細については、様式１４（詳細）のシートに記入してください。 

 

② 「寄附講座」及び「寄附研究部門」とは国立大学等における奨学を目的とする民間等からの

寄附を有効に活用して設置運営し、国立大学等の教育研究の豊富化、活発化を図ることを

目的とするもので、特に、「寄附講座」においては、学部及び研究科等の大学院組織等、教

育研究を行う組織に置かれる講座をいい、「寄附研究部門」においては、全学センター及び

附置研究所等、研究を行う組織に置かれる研究部門をいいます。 

※ ここでは寄附目的が特定の研究分野について教育・研究を行う寄附講座・寄附研究部門の

設置、または既存の寄附講座・寄附研究部門への追加寄附についてのみ計上してくださ

い。 

一つの授業科目について、企業から講師が無償で派遣されている場合や、無償の非常勤
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講師を受け入れているといった場合は、ここで言う寄附講座とはなりませんので除外しま

す。また、大学等で既存に設置されている研究室等への寄附についても寄附講座とはみな

しませんので除外します。 

 

③ 寄附講座・寄附研究部門に関する平成２０年度中の受入実績がある場合は、個別に受入

額を計上して下さい（内数）（様式１４（詳細）に計上）。 

 

④ 寄附講座・寄附研究部門においては、設置期間が平成２０年４月１日～平成２１年３月３１

日の間に少しでも含まれるものについてすべて記入してください。 

 

⑤ 様式１４（詳細）については、シートの保護をかけておりませんので、適宜行を挿入し計上し

てください。 

 

⑥ 寄附者が複数機関ある場合には「寄附者名称」欄にすべての機関を記入してください（様式

１４（詳細）に計上）。 

 

３．土地、建物の寄附受入状況 

① 平成２０年度中に土地・建物の寄附を受けたものがある場合は、本様式に記入してくださ

い。建物については２０年度に建設中のものも含みます。 

（例）１９年度に着工し２０年度も建設中のもの 

 

② 「種目」欄には、「土地」又は「建物」のどちらかを記入してください。なお、寄附申込１件ごと

に 1 行としてください。 

③ 「規模」欄には、土地の場合は面積（単位：㎡）を、建物の場合は構造と階数を記入してくだ

さい。 

（例）鉄筋コンクリート造３階建（RC－３） 

 

④ 「価額」欄には、当該寄附財産の価額（取得時における会計上の「資産」の額）を計上してく

ださい。なお、建設中のものについては予定額を記入してください。 

 

⑤ 「寄附者」欄には①法人、②団体、③個人、④地方公共団体のいずれかを選択してくださ

い。 

 

⑥ 「建物の状況」欄については、２０年度中に竣工したものは「竣工」、未竣工のものについて

は「建設中（○○年度竣工予定）」、既存の建物を受けたものは「既存」と記入してください。 

 

⑦ 「建物の名称」は、建設中のものについては仮称で結構です。仮称の場合は（仮）と付してく

ださい。 

 

⑧ 「用途」は、複数ある場合はその主要なもののみで結構です。 
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＜記入例＞ 様式１４ （詳細） 

１．○○研究講座   

設置期間：平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 

寄附者及び寄附受入額： ・（株）○×△  平成２０年度中：3,000 千円 期間全体：12,000 千円 

                    ・（有）▲▲▲  平成２０年度中：1,000 千円 期間全体：3,000 千円 

 

２．△△研究部門 

設置期間：平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 

寄附者及び寄附受入額： ・□□□（株）  平成２０年度中：20,000 千円 期間全体：60,000 千円 

                 ・（株）○○○  平成２０年度中：15,000 千円 期間全体：45,000 千円 

の場合。 

 

○寄附講座・寄附研究部門の受入実績

1 ○○研究講座 3,000千円 12,000千円 （株）○△× 平成 19 ． 4 ． 1 ～ 平成 22 ． 3 ． 31

1,000千円 3,000千円 （有）▲▲▲ ． ． ～ ． ．

2 △△研究部門 20,000千円 60,000千円 □□□（株） 平成 20 ． 4 ． 1 ～ 平成 23 ． 3 ． 31

15,000千円 45,000千円 （株）○○○ ． ． ～ ． ．

． ． ～ ． ．

寄附講
座・寄附
研究部門

数

設置期間
寄附者名称

（1講座ごとに全て記入）
寄附講座・寄附
研究部門名称

期間全体の
受入額（千円）

20年度中の
受入額（千円）
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